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政府は，生活保護の母子加算を削減し２年後の 2009 年（平成 21 年）度から廃止す

るとしています。母子加算は1949年（昭和24年）に，母子家庭には他の世帯にはな

い特別な需要，すなわち片親が養育しなければならない経済的負担，それに加え

て片親がいないことによる児童の精神的負担を考慮し，児童の健全な育成を目的に

創設されました。その後も，国は母子加算の必要性を確認してきました。 

現に，母子家庭の母親は，急な残業時に他人に子供の迎えを依頼する，子供が発

熱しても仕事を休めないためにベビーシッターをお願いする，授業参観などに３回

に１回はせめて参加したいと就業時間ぎりぎりまで働きタクシーを使用するなど，経

済的負担があり，その上に「父親の役割」も果たさなくてはならず，目に見えない大

きな精神的負担もあります。 

母子加算は月額２万3,260円（１級地）から２万20円（３級地）です。この廃止により，

母子家庭の生活保護費はおよそ 16％も削滅されることになります。 

政府は，母子加算廃止の理由に，一般低所得母子家庭の消費支出に比べ母子加

算を含む母子家庭の生活保護費の方が高いことを挙げています。しかし，母子家庭

の収入は一般世帯の収入の４割に満たない程度のものです。母子家庭には生活の

安定を図るためにさらなる支援が求められています。 
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今必要なことは，母子加算廃止など生活保護基準を引き下げることではなく，憲法

第 25 条が規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため，低所得者

層全体の底上げをどう図るのかということです。 

社会的格差と低所得の拡大を是正し，すべての国民に憲法第 25 条が保障した「健

康で文化的な最低限度の生活」を行き渡らせるために，下記の事項について，地方

自治法第 99 条の規定に基づき，意見書を国の関係機関へ提出していただくよう請

願いたします。 

 

記 

 

１ 生活保護母子加算廃止に反対すること。 

 

 


